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【議題（２）書面化に係る荷主等への要請について】

書面化に係る荷主等への要請について

１．要請の状況及び今後の日程
（１）３月２７日

・第７回トラック輸送適正取引推進パートナーシップ会議時に荷主等に対
して要請。

（２）５月２８日・２９日
・国土交通省及び経済産業省から （一社）日本経済団体連合会、日本商、

工会議所に対する要請。

（３）６月～
・地方運輸局及び地方経済産業局からも地方経済団体等への要請行動を実

施中。

（４）適時に、広く以下の関係団体に対して、要請文書を発出。
・ 一社）日本経済団体連合会、日本商工会議所等経済団体（
・荷主に関連する業界団体
・利用運送事業者に関連する業界団体
・元請事業者（貨物自動車利用運送）に関連する業界団体

（５）その他
、 （ ）・トラック事業者 荷主等への啓蒙・普及のためのセミナー等 今夏以降

においても書面化への協力の必要性を重ねて説明。

２．要請内容のポイント

。荷主・元請事業者・利用運送事業者に以下を励行いただきたい
１．十分な意思疎通
２．運送状の提供
３．安全運行支援

（参考資料)
・トラック事業における書面化の推進について
・ 書面化の推進に係る）Ｑ＆Ａ（
・トラック事業における荷主との間のと安全運行パートナーシッ

プ及び荷主勧告制度について



国土交通省においては、トラック事業における
適正取引の推進及び安全運行の確保に向け荷主と
協働の下、運行条件に係る重要事項について書面

化を推進します。 （省令、ガイドライン等を準備中）

書面化の推進について
ト ラ ッ ク 事業における

・運送業務、附帯業務、運賃、料金等についての重要事項を
示す書面（運送引受書）を、運送行為前に、運送申込者にメー
ルやＦＡＸで送付してください。

・運送申込者に交付した書面は１年間保存してください。

これからのトラック事業者のルール

国土交通省

適正運賃・料金収受

業務の効率化

トラブル解消



本件に関する相談窓口

国土交通省自動車局貨物課
所管運輸局自動車交通部貨物課
所管運輸支局
（公社）全日本トラック協会
都道府県トラック協会

※今年の夏には関係のセミナーやモデル事業などが予定されていま
す。

※そのほか「燃料サーチャージ制導入」及び「適正取引の推進」に係
るご相談についても受付けております。



Ｑ＆Ａ 
 

 

Ｑ．書面化を、今進めることでどのような効果が期待されるのか。  

Ａ．安全運行阻害、荷待ち時間の発生を回避するとともに、運送や附帯業

務に伴う適正な代価の収受について効果が期待されます。 

  また、消費税の転嫁や燃料サーチャージの導入についても効果が期待

されます。 

 

Ｑ．荷主等に運送状を確実に発出してもらえるか。  

Ａ．荷主等からの書面（運送状）の発出については、これを確実にするよ

うに標準貨物自動車運送約款における荷主等の義務とするとともに、通

達や要請によりこれを徹底していきます。 

 

Ｑ. 運賃・料金の適正収受に効果があるのか。 

Ａ．約款等において、荷主等からの運送状に運賃・料金を記載することと

します。また、運賃や附帯料金等の位置付けを明確にする等により、適

正収受への効果が期待されます。 

 

Ｑ．書面化の実施には準備等の時間が必要となるが、施行はいつか。  

Ａ．年度内の施行を予定しています。トラック事業者の準備を支援してい

くべく国及びトラック協会によるセミナー等を夏に予定していますの

で活用して下さい。 

 

Ｑ．運送引受書を交付しなかった場合は処分されるのか。  

Ａ．施行をもって直ちに処分基準を策定するのではなく、当分の間は全て

のトラック事業者が「書面をだすこと」を定着させるための期間と考え

ており、この間もガイドラインや事例を用いて書面化を推進することと

しています。 

 

Ｑ．ガイドライン掲載の基本様式は標準様式なのか。  

Ａ．ガイドラインの様式は、どのような事業者においても共通に使用でき

るものですので予めメール等に入力しておくと便利です。なお、必要記

載事項が網羅されていれば標準様式以外のものであっても問題ありま

せん。 
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